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令和４年度 事業報告概要 
 

令和４年(2022年)は、全国的には概ね減少傾向であった新型コロナウイルスの新規陽性者数が、同年６月

下旬以降再び、BA.5 系統への置き換わり等により増加に転じた。政府は、「With コロナに向けた政策の考え

方」（令和４年９月８日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）に基づき、感染拡大防止と社会経済活動の

両立をより強固に推進していくこととし、10月からは水際対策の更なる緩和、全国旅行支援が開始され、国

内･海外旅行、訪日外国人旅行は徐々に回復したが完全回復には至らなかった。このような中で、本会は、会

員の経営維持、雇用確保、新型コロナウイルスの感染防止対策と社会経済活動の両立の確保のため、観光庁、

政府与党への要望活動、感染防止対策について取り組んだ。 
 

観光庁の旅行･観光消費動向調査2022年年間値（速報）によると、日本人国内延べ旅行者数は４億1,805万

人(2019年比28.8％減、前年比55.9％増)で、うち宿泊旅行が２億3,255万人(2019年比25.4％減、前年比64.0％

増）、日帰り旅行が１億8,550万人(2019年比32.7％減、前年比46.7％増)となった。また、日本人国内旅行消

費額は17兆1,695億円(2019年比21.7％減、前年比87.0％増)で、うち宿泊旅行消費額が13兆7,341億円(2019

年比19.9％減、前年比96.4％増）、日帰り旅行消費額が３兆4,355億円(2019年比28.1％減、前年比56.8％増)

となった。 

 

日本政府観光局の2022年訪日外客数・出国日本人数（年間推計値）によると、令和４年の日本人海外旅行

者数は、277万人(2019年比86.2％減、前年比441.1％増)となった。また、訪日外国人旅行者数は、383万人(2019

年比88.0％減、前年比1,458.6％増)となった。  

 

本会は、協会ホームページ、ニュースメールを通じて、会員に対して政府の最新情報の周知を行うととも

に、Go Toトラベル事業の早期再開、水際対策の緩和、中小旅行業者への金融支援、雇用調整助成金の特例措

置の延長、旅行業法に定める更新登録申請の弾力的な取扱い、全国旅行支援の手続きの簡素化等について、

観光庁、政府与党に対する要望活動を展開した。 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関しては、「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」の第

４版を令和４年12月６日に及び第５版を令和５年２月28日に改訂し、また、「貸切バスにおける新型コロナウ

イルス対応ガイドライン」の第４版を令和４年11月30日に及び第５版を令和５年３月１日に貸切バス旅行連

絡会として(公社)日本バス協会、JATAと共同で改訂し、また、「新しい旅のエチケット」の第４版を令和４

年12月６日に及び第５版を令和５年３月10日に国土交通省、観光庁、旅行連絡会（JATA、（公社）日本

観光振興協会等）と共同して改訂し、会員への周知と感染症対策の指導に努めた。 

 

政府による観光需要喚起策に関しては、令和４年10月11日より全国旅行支援が実施される一方で、再開し

ないまま Go Toトラベル事業は令和５年３月に終了した。 

 

国内観光交流に関しては、２年ぶりとなった令和４年５月31日に山梨県甲府市において約800名の来場者の

参加を得て「第16回国内観光活性化フォーラム in やまなし」を、また、同年度の令和５年３月17日に山形

県山形市において約900名の来場者の参加を得て「第17回国内観光活性化フォーラム in やまがた」を開催し

た。フォーラム開催地を対象に、令和２年３月から実施した「熊本県送客キャンペーン」は約４万人の送客

を達成し、令和４年６月から実施した「山梨県送客キャンペーン」は約６万４千人の送客を達成し、各々地

域の活性化に寄与した。 

 

国際観光振興に関しては、令和４年12月17日に「第36回日韓観光振興協議会」が開催され、両国間の観光

交流の早期回復の必要性を共有するとともに持続的かつ安定的な日韓観光交流の構築等４項目について確認

文書が取り交わされた。 

 

また、観光庁指定協会として、試験・研修事業、苦情・弁済事業、社員指導事業、調査・広報事業を計画

どおり実施した。 

 

これらの諸事業の実施については、常任委員会、常任理事会において検討し、理事会の審議を経て的確に

実施した。また、観光庁、観光関係団体等の会議に代表者が出席し意見を述べるなど、本会の活動に対する
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理解の増進と旅行業の発展に努めた。 

 

本会が令和４年度に実施した各事業の概要は、次のとおりである。 

 

１．国家試験事務代行事業(旅行業法第69条) 

観光庁長官の試験事務代行機関として、令和４年度国内旅行業務取扱管理者試験を全国９都市14会場で実

施した。受験申込者数10,343名、受験者数8,945名、合格者数3,125名で、合格率は34.9％であった。 

 

２．研修事業(旅行業法第42条第１項第２号) 

(1) 国内旅行業務取扱管理者研修を５月に全国８都市で実施し、受講申込者数289名、修了者数191名であっ

た。 

(2) 国内旅程管理研修を12月に全国６都市で実施し、受講申込者数93名、修了者数88名であった。 

(3) 旅行業務取扱管理者定期研修について、集合研修を６月～令和５年２月に全国16都市19会場で、また、

初開催となるオンライン研修を令和５年２月に実施し、受講申込者数2,065名、修了者数2,041名であった。 

 

３．苦情･弁済事業(旅行業法第42条第１項第１号及び第３号) 

(1) 苦情相談受付件数は135件で、例年多く寄せられる取消料に関する相談のほか、県民割や全国旅行支援

制度に起因する相談、BtoBで支払う手数料、催行中止となった旅行代金の未返金等について相談が寄せら

れた。 

(2) 本会独自の苦情対応勉強会を全国７会場で開催し、196名の会員の参加が参加した。 

(3) 共催による苦情対応セミナーを全国３会場で開催し、WEBによる配信（ライブ配信・アーカイブ配信）

も行い、485名の会員が参加した。また、同セミナーで使用したテキストを消費者からの苦情対応に役立

てるため全会員に配付した。 

(4) 保証社員の異動に伴う弁済業務保証金分担金の受入件数は240件、返還件数は267件であった。 

(5) 被申出会員２社に対する消費者からの認証申出を受け付け、認証決議件数は40件と昨年度の２社･55件

に比べ減少した。認証額は13,327千円（昨年度7,500千円）であった。 

 

４．社員指導事業(旅行業法第42条第１項第４号) 

(1) 本会･JATA策定｢旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン｣、貸切バス旅行連絡会(本会･

JATA･日本バス協会)策定「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン」最新の政府方針に

基づき改訂を行い、会員への周知と遵守徹底に努めた。 

(2) 令和４年６月10日から訪日外国人観光客のパッケージツアーが再開されるにあたり、観光庁策定｢外国

人観光客の受入れ対応に関するガイドライン｣（同年６月７日公表、９月７日改訂、10月11日廃止）の会

員への周知と遵守徹底に努めた。 

(3) 本会とJATAとの共同により、令和５年４月施行の個人情報保護法の改正に伴い｢個人情報取扱いガイド

ライン解説･表示例｣の改訂を、また、｢旅行広告･取引条件説明書面ガイドライン｣については、ツアータ

イトルに記載する一部有料施設･催事等において、入場料金を支払わなくても観光目的を果たせる場合の

旅行代金の表示方法等を追加する改訂を行い、それぞれ会員への周知に努めた。 

(4) 旅行業者が関与した給付金･助成金の不正受給が疑われる事案の再発防止への取り組みとして、本会と

JATAの共催による経営者向けの｢コンプライアンス研修｣の講義動画を会員に配信するとともに、従業員向

けにはｅ-ラーニング研修を実施した。 

(5) 長引くコロナ禍の影響で会員の経営状況が厳しい苦境に立たされていることから、観光庁に対して、

過去二ヶ年度と同様に、旅行業更新登録の申請に係る決算書類（基準資産額）等の弾力的な取扱いを要望

し、令和６年３月の更新登録の申請期限分まで緩和措置を延長する旨の通達が発出された。 

 

５．調査･広報事業(旅行業法第42条第１項第５号) 

(1) 会員の現況等を把握し、本会の事業運営に反映させるため、会員実態調査を実施した。前年度と同様

に、コロナ禍での会員の業務状況を中心とする設問項目とし、集計結果は、政府与党等への要望活動を

行う基礎資料としても活用した。 

(2) 国土交通省･観光庁の要請のもと、新型コロナウイルスに関する旅行業への影響調査を本会支部長の協
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力を得て毎月実施し、報告書を国土交通大臣に提出するとともに、政府与党等への要望活動を行う際の基

礎資料としても活用した。 

(3) 国土交通省･観光庁と旅行連絡会（本会･JATA･日本観光振興協会等）が連携し、最新の政府方針を踏ま

え改訂された｢新しい旅のエチケット｣の共同周知を行い、一般消費者をはじめ、令和４年６月10日以降、

水際対策措置の緩和により受入れが再開された訪日外国人観光客に対して、安全･安心な旅行を楽しむた

めに重要となる感染防止対策の広報活動に努めた。 

 

６．業務推進事業 

(1) 本会の組織及び事業内容等の情報開示の推進等、法令順守及び透明化に努めた。 

(2) 一般社団法人として、各種申請、認可、届出関係を行った。 

(3) 第58回定時総会において、永年勤続表彰を64名（うち企業９社を含む）に授与した。 

(4) 自然災害による被害状況等を調査し、被災した会員に災害見舞金を支給した。 

 

７．経営推進事業 

(1) コロナ禍での二度の延期を経て、｢第16回 国内観光活性化フォーラムinやまなし｣（令和４年５月31日、

山梨県甲府市･YCC県民文化ホール）を開催し、観光庁の基調講演、山梨県知事の記念講演、山梨県送客キ

ャンペーンの提案･採択等を行い、846名の来場者があった。また､｢第17回 国内観光活性化フォーラムin 

やまがた｣(令和５年３月17日、山形県山形市･やまぎん県民ホール）を開催し、東北運輸局長の基調講演、

山梨県送客キャンペーン･学生がつくる山形県の着地型旅行プランコンテストの表彰式、山形県送客キャ

ンペーンの提案･採択等を行い、902名の来場者があった。 

(2) 全旅協旅行災害補償制度等への｢新型コロナ診断見舞金｣を前年度に引き続き標準セットとするととも

に、｢学校旅行総合補償制度｣｢全旅協学校旅行キャンセル補償制度｣｢海外旅行キャンセル補償制度｣を創設

した。また、コンプライアンスの向上と補償制度全体の持続的な維持を図るため、｢見舞金制度｣の見舞金

掛金を｢補償制度維持費｣として再構築するなどの規約類の改定を行い、次年度からの適用に向けて、導入

準備を進めた。 

(3) 長期化するコロナ禍での会員の経営状況の改善を図るため、政府与党等への要望活動として、旅行需要

喚起策の実施（Go Toトラベル事業の早期再開、全国旅行支援の早期開始･長期的な実施･問題点の改善･

次年度予算措置）、水際対策措置の緩和･撤廃（観光を目的とする国際往来の早期再開、外務省感染症危険

情報レベルの見直し、入国者数の制限撤廃)、雇用調整助成金特例措置の延長、さらなる金融支援などの

陳情を行った。 

 

８．情報宣伝事業 

(1) 本会WEBサイトにおいて、一般向けの国内旅行業務取扱管理者試験などの案内のほか、会員専用ホーム

ページでは、本会の告知事項、観光庁通達をはじめ、行政機関や関係団体等の周知･案内、新型コロナウ

イルス関連の政府方針・ガイドライン類など、コンテンツを随時更新し、迅速な情報提供に努めた。 

(2) 会員に｢ANTAニュースメール｣を随時配信し、本会からの告知事項をはじめ、観光庁等の行政機関の通達、

観光関係団体の周知･案内など、本会WEBサイトのコンテンツ掲載と連携して、会員に役立つ速達性の高い

情報提供に努めた。 

(3) 機関誌｢ANTA NEWS｣を編集･発行し、本会の活動報告をはじめ、観光庁等行政機関の告知、旅行実務に関

する連載のほか、新型コロナウイルス関連の政府方針や業界動向、観光需要喚起施策等の記事を掲載した。

本会機関誌は、会員への情報提供はもとより、業界内外に広く配布し、本会の周知と理解の促進に努めた。 

 

９．支部活動 

(1) 本部と支部間及び支部相互間の連絡協調、企画・運営協力を図り、協会事業の円滑かつ的確な運営を

実施した。また、令和４年10月から実施された「全国旅行支援」では、各都道府県の観光担当部局、全

国旅行支援統一窓口と連携し、旅行需要喚起策へ協力した。 

(2) 会員支援業務として、協会情報の提供、入会･退会･苦情･更新登録･弁済保証･外務員証の発行等の指導、 

支部活動の円滑な運営を図るための会議の開催、地方公共団体等との連携を図った。 

(3) 法定業務として、本部との密接な連携のもと、国家試験事務代行事業、研修事業、苦情･弁済事業、社

員指導事業、調査･広報事業を実施した。 

 


